
輪島市景観計画変更(案)の概要

平成22年
「輪島市景観計画」

景観法に基づく届出制度
や罰則規定を活用し、強
制力をもった規制を行っ
てきました

県道七尾輪島線 拡幅に伴う景観整備

輪島駅前から輪島病院口までの県道七尾輪
島線の道路拡幅に着手することになりまし
た。この区間の地区住民は、この区間が景
観重点地区で、すでに修景整備を行ってい
る馬場崎・駅前地区につながる区間である
ため、拡幅等に伴う建替えの際には、まち
なみ景観に配慮した整備を行う必要がある
と協議をし、「輪島・長山まちづくり協
定」を作成し合意にいたりました。

｢長山地区｣を輪島景観重点地区に指定

「輪島・長山まちづくり協定」 をもとに景観形成基準を定め、届出制度による
継続的な景観誘導を行います。

景観計画による規制誘導 景観計画変更の背景 変更の概要

１．背景と変更の概要

景観形成重要地域

特別地域 特別地域 （沿道）

特別地域 （里山里海）

輪島景観重点地区 鳳至上町地区

總持寺周辺地区

馬場崎・駅前地区

まんなか地区

長山地区

重点的に景観形成を図る区域

追加
景観重要公共施設 間垣の里地区

変更後の区域図

長山地区

※１ 景観形成重要地域（陸）
(国)249号、(主)七尾輪島線、(県)漆原下出線、
(県)柏木穴水線の道路境界線から両側2kmの範囲
（海側は汀線まで）、
能登空港滑走路の中央線から3kmの範囲

※２ 景観形成重要地域（海）
汀線から陸側に500m、海側に1kmの範囲

※３ 特別地域（沿道）
各路線の両側100mの範囲
(主)七尾輪島線、(県)漆原下出線、(県)柏木穴水線の全線
(国)249号、(主)輪島浦上線の一部

※４ 特別地域（里山里海）
各路線の両側100mの範囲
(国)249号、(主)輪島浦上線、 (県)鹿磯港道下線、 (県)

五十洲亀部田線、 (市)道下・深見線、(市)猿山線、
(市)五十洲・深見線の一部

※５ 輪島景観重点地区
鳳至上町地区、總持寺周辺地区、馬場崎・駅前地区、
まんなか地区、間垣の里地区、長山地区


